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〇
外
務
省
告
示
第
十
八
号

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
、
国
際
連
合
安
全
保
障

理
事
会
に
お
い
て
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
情
勢
に
関
し
、

武
器
禁
輸
措
置
等
の
期
限
を
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十

日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
等
を
決
定
す
る
次
の
決
議
が
採
択

さ
れ
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

平
野

博
文

（
訳
文
）

二
千
九
年
十
一
月
三
十
日
に
安
全
保
障
理
事
会
が
そ
の

第
六
千
二
百
二
十
五
回
会
合
に
お
い
て
採
択
し
た
決
議
第

千
八
百
九
十
六
号
（
二
千
九
年
）

安
全
保
障
理
事
会
は
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
関
す
る
従
前
の
決
議
、
特
に
、

決
議
第
千
八
百
四
号
（
二
千
八
年
）、
決
議
第
千
八
百
七

号
（
二
千
八
年
）
及
び
決
議
第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千

八
年
）、
並
び
に
議
長
声
明
を
想
起
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
及
び
地
域
の
す
べ
て
の
国
の
主

権
、
領
土
保
全
及
び
政
治
的
独
立
に
対
す
る
支
持
を
再
確

認
し
、

決
議
第
千
七
百
七
十
一
号
（
二
千
七
年
）
に
従
っ
て
設

置
さ
れ
、
決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
及
び
決
議

第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
に
従
っ
て
延
長
さ
れ

た
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
関
す
る
専
門
家
グ
ル
ー
プ
（
以

下
「
専
門
家
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
。）の
中
間
及
び
最
終
報

告
書
（
Ｓ
／
２
０
０
９
／
２
５
３
及
び
Ｓ
／
２
０
０
９
／

６
０
３
）
並
び
に
そ
の
勧
告
に
留
意
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
東
部
地
域
、
特
に
、
北
及
び
南

キ
ブ
州
、
イ
ツ
リ
並
び
に
オ
リ
エ
ン
タ
ル
州
に
お
い
て
、

そ
の
地
域
全
体
に
不
安
定
な
情
勢
を
も
た
ら
し
続
け
て
い

る
武
装
集
団
及
び
民
兵
の
存
在
に
対
す
る
深
い
懸
念
を
再

度
強
調
し
、

す
べ
て
の
武
装
集
団
、
特
に
ル
ワ
ン
ダ
解
放
民
主
勢
力

（
Ｆ
Ｄ
Ｌ
Ｒ
）
及
び
神
の
抵
抗
軍
（
Ｌ
Ｒ
Ａ
）
が
直
ち
に

武
器
を
手
放
し
市
民
に
対
す
る
攻
撃
を
停
止
す
る
こ
と
を

要
求
し
、
ま
た
、
二
千
九
年
三
月
二
十
三
日
合
意
の
す
べ

て
の
当
事
者
が
停
戦
を
遵
守
し
、
効
果
的
か
つ
誠
実
に
約

束
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
求
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
東
部
地
域
で
活
動
し
て
い
る
武

装
集
団
が
地
域
的
及
び
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
受
け

て
い
る
支
援
に
関
し
懸
念
を
表
明
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
及
び
大
湖
地
域
諸
国
に
よ
る
地
域

の
平
和
及
び
安
定
を
共
同
し
て
促
進
す
る
と
の
約
束
を
歓

迎
し
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
政
府
及
び
す
べ
て
の
政
府
、

特
に
大
湖
地
域
の
政
府
が
、
そ
の
領
土
内
に
お
い
て
及
び

そ
の
領
土
か
ら
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
東
部
の
武
装
集
団
に

対
し
支
援
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
為
に
効
果
的

な
措
置
を
と
る
こ
と
の
重
要
性
を
再
度
強
調
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
東
部
地
域
の
文
民
に
対
す
る
人

権
侵
害
及
び
人
道
法
違
反
（
相
当
な
数
の
文
民
の
殺
害
及

び
移
送
、
児
童
兵
の
徴
用
及
び
使
用
、
並
び
に
広
範
に
行

わ
れ
て
い
る
性
的
暴
力
を
含
む
。）が
持
続
し
て
い
る
こ
と

に
重
大
な
懸
念
を
も
っ
て
留
意
し
、
犯
人
は
司
法
手
続
き

に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
同
国
内

の
す
べ
て
の
人
権
侵
害
及
び
国
際
人
道
法
違
反
に
対
す
る

確
固
と
し
た
非
難
を
改
め
て
表
明
し
、
ま
た
、
女
性
、
平

和
及
び
安
全
、
児
童
及
び
武
力
紛
争
、
並
び
に
、
武
力
紛

争
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
決
議
を

想
起
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
領
域
内
の
安
全
を
確
保
す
る
こ

と
並
び
に
法
の
支
配
、
人
権
及
び
国
際
人
道
法
に
関
し
自

国
民
を
保
護
す
る
こ
と
に
対
す
る
同
国
の
主
要
な
責
任
を

強
調
し
、

処
罰
を
免
れ
る
こ
と
に
対
す
る
取
組
の
必
要
性
を
、
特

に
必
要
と
さ
れ
る
治
安
部
門
の
包
括
的
な
改
革
の
不
可
分

の
一
部
と
し
て
強
調
し
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
政
府
に
対

し
、
武
装
集
団
の
犯
罪
行
為
及
び
不
正
行
為
に
対
し
「
ゼ

ロ
寛
容
政
策
」
を
実
施
す
る
こ
と
を
強
く
奨
励
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
政
府
に
対
し
、
処
罰
を
免
れ
る
こ

と
に
対
す
る
公
平
で
信
頼
性
の
あ
る
制
度
を
確
立
す
る
た

め
、
司
法
部
門
を
改
革
し
、
刑
務
所
制
度
改
革
行
動
計
画

を
実
施
す
る
具
体
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
奨
励
し
、

紛
争
地
域
に
お
け
る
国
際
連
合
要
員
、
関
連
要
員
及
び

人
道
支
援
要
員
の
保
護
に
関
す
る
決
議
第
千
五
百
二
号

（
二
千
三
年
）
を
想
起
し
、

決
議
第
千
五
百
三
十
三
号
（
二
千
四
年
）、
決
議
第
千

八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
及
び
決
議
第
千
八
百
五
十
七
号

（
二
千
八
年
）
に
違
反
す
る
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
域
内

に
お
け
る
又
は
同
国
へ
の
武
器
の
継
続
的
で
不
法
な
流
出

入
を
非
難
し
、
武
器
禁
輸
及
び
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
関

す
る
決
議
に
規
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
措
置
の
実
施
を
密
接

に
監
視
し
続
け
る
決
意
を
宣
言
し
、
ま
た
、
決
議
第
千
八

百
七
号
（
二
千
八
年
）
５
に
定
め
る
通
知
の
要
求
を
遵
守

す
る
と
い
う
す
べ
て
の
国
の
義
務
を
強
調
し
、

ア
フ
リ
カ
大
湖
地
域
の
紛
争
を
増
加
さ
せ
及
び
悪
化
さ

せ
る
主
要
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
天
然
資
源
の
不
法
な

搾
取
、
こ
れ
ら
資
源
の
不
法
な
取
引
並
び
に
武
器
の
拡
散

及
び
密
売
の
関
連
性
を
認
識
し
、

平
和
維
持
活
動
局
に
よ
る
国
連
平
和
維
持
活
動
と
安
保

理
制
裁
委
員
会
の
専
門
家
パ
ネ
ル
の
間
の
協
力
及
び
情
報

共
有
を
強
化
す
る
た
め
の
指
針
を
策
定
す
る
と
の
意
図
の

発
表
を
歓
迎
し
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
事
態
が
、
こ
の
地
域
に

お
い
て
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
し
続

け
て
い
る
こ
と
を
決
定
し
、

国
際
連
合
憲
章
第
七
章
の
下
に
行
動
し
て
、

１

決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
１
に
よ
り
課
さ

れ
る
武
器
に
関
す
る
措
置
を
二
千
十
年
十
一
月
三
十
日

ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
同
決
議
２
、
３
及
び

５
の
規
定
を
再
確
認
す
る
。

２

決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
６
及
び
８
に
よ

り
課
さ
れ
る
輸
送
に
関
す
る
措
置
を
、
上
記
１
に
特
定

さ
れ
る
期
間
延
長
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
同
決
議
７
の

規
定
を
再
確
認
す
る
。

３

決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
９
及
び
11
に
よ

り
課
さ
れ
る
金
融
上
及
び
渡
航
上
の
措
置
を
、
上
記
１

に
特
定
さ
れ
る
期
間
延
長
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
決
議

第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
４
に
規
定
す
る
個

人
及
び
団
体
に
関
す
る
同
決
議
10
及
び
12
の
規
定
を
再

確
認
す
る
。

š
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４

決
議
第
千
五
百
三
十
三
号
（
二
千
四
年
）
８
に
お
い

て
定
め
ら
れ
、
決
議
第
千
五
百
九
十
六
号（
二
千
五
年
）

18
、
決
議
第
千
六
百
四
十
九
号
（
二
千
五
年
）
４
及
び

決
議
第
千
六
百
九
十
八
号
（
二
千
六
年
）
14
に
お
い
て

拡
大
さ
れ
、
決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
15
及

び
決
議
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
６
及
び
25
に

お
い
て
再
確
認
さ
れ
た
委
員
会
の
任
務
を
次
の
も
の
を

含
む
も
の
に
拡
大
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

æ

決
議
第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
17
及
び

24
を
考
慮
し
、
こ
の
決
議
の
採
択
の
日
か
ら
六
カ
月

以
内
に
、
こ
の
決
議
に
よ
り
課
さ
れ
る
措
置
の
実
施

を
促
進
す
る
た
め
に
指
針
を
定
め
、
必
要
に
応
じ
、

こ
れ
ら
を
積
極
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
。

ç

こ
の
決
議
に
定
め
る
措
置
の
完
全
な
実
施
を
確
保

す
る
た
め
に
、
関
係
す
る
加
盟
国
と
定
期
的
な
協
議

を
行
う
こ
と
。

è

決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
５
に
規
定
す

る
通
知
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、
加
盟
国
が
提
供

す
べ
き
必
要
な
情
報
を
特
定
し
、
こ
れ
を
加
盟
国
に

送
付
す
る
こ
と
。

５

す
べ
て
の
国
、
特
に
地
域
の
国
及
び
こ
の
決
議
の
３

に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
個
人
又
は
団
体
が
根
拠
地
と
す

る
国
に
対
し
、
こ
の
決
議
に
特
定
さ
れ
る
措
置
を
完
全

に
実
施
す
る
こ
と
及
び
委
員
会
の
任
務
の
遂
行
に
全
面

的
に
協
力
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
こ
れ
ま
で
に
報
告
し

て
い
な
い
加
盟
国
に
対
し
、
上
記
１
、
２
及
び
３
に
よ

り
課
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
と
っ
た
行
動
を

こ
の
決
議
の
採
択
か
ら
四
十
五
日
以
内
に
委
員
会
に
報

告
す
る
こ
と
を
更
に
要
請
す
る
。

６

事
務
総
長
に
対
し
、
決
議
第
千
五
百
三
十
三
号
（
二

千
四
年
）
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
の
決
議
に
よ

り
延
長
さ
れ
た
専
門
家
グ
ル
ー
プ
を
二
千
十
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
期
間
、
延
長
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
専

門
家
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千

八
年
）
18
に
定
め
ら
れ
、決
議
第
千
八
百
五
十
七
号（
二

千
八
年
）
９
及
び
10
に
よ
り
拡
大
さ
れ
た
任
務
を
遂
行

す
る
こ
と
、
及
び
委
員
会
を
通
じ
て
、
二
千
十
年
五
月

二
十
一
日
ま
で
に
、
ま
た
、
再
度
二
千
十
年
十
月
二
十

日
ま
で
に
、
理
事
会
に
書
面
で
報
告
す
る
こ
と
を
要
請

す
る
。

７

上
記
６
に
規
定
さ
れ
る
専
門
家
グ
ル
ー
プ
の
任
務

に
、
決
議
第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
４
ì
を

考
慮
し
、特
に
自
ら
の
報
告
を
参
考
と
し
、他
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
行
わ
れ
た
作
業
を
利
用
し
て
、
コ
ン
ゴ
民
主
共

和
国
か
ら
の
鉱
物
の
購
入
、
採
取
（
鉱
物
の
原
産
地
を

確
認
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
措
置
を
含
む
）、
取
得
及

び
加
工
に
関
連
す
る
、
鉱
物
の
輸
入
業
者
、
加
工
業
者

及
び
消
費
者
に
よ
る
相
当
な
注
意
の
行
使
の
た
め
の
指

針
に
関
し
て
、
委
員
会
に
勧
告
を
行
う
こ
と
を
含
め
る

こ
と
を
決
定
す
る
。

８

専
門
家
グ
ル
ー
プ
に
対
し
そ
の
活
動
を
、南
北
キ
ブ
、

イ
ツ
リ
及
び
オ
リ
エ
ン
タ
ル
州
、
並
び
に
コ
ン
ゴ
民
主

共
和
国
の
東
部
地
域
で
活
動
す
る
武
装
集
団
を
支
援
す

る
地
域
的
及
び
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
焦
点
を
合
わ

せ
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

９

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
政
府
に
対
し
、
緊
急
の
優
先
事

項
と
し
て
、
武
器
及
び
弾
薬
の
貯
蔵
の
安
全
、
説
明
責

任
及
び
管
理
の
確
保
を
促
進
し
、
ナ
イ
ロ
ビ
議
定
書
及

び
小
型
武
器
地
域
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
基
準

に
従
っ
て
国
家
武
器
マ
ー
キ
ン
グ
計
画
を
実
施
す
る
よ

う
勧
告
す
る
。

10

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
及
び
す
べ
て
の
国
、
特
に
地
域

の
国
の
政
府
、
国
際
連
合
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
ミ
ッ

シ
ョ
ン
（
以
下
「
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｃ
」
と
い
う
。）及
び
専
門

家
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
武
器
の
輸
送
、
武
装
集
団
に
よ

り
管
理
又
は
使
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
貿
易
経
路
及

び
戦
略
的
鉱
山
、
大
湖
地
域
か
ら
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

へ
の
、
及
び
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
か
ら
大
湖
地
域
へ
の

航
空
便
、
天
然
資
源
の
違
法
な
取
引
、
並
び
に
決
議
第

千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
４
に
従
い
委
員
会
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
個
人
及
び
団
体
の
活
動
に
関
す
る
情

報
を
交
換
す
る
こ
と
を
含
め
集
中
的
に
協
力
す
る
よ
う

要
請
す
る
。

11

Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｃ
に
対
し
、
す
べ
て
の
関
連
す
る
情
報
、

特
に
児
童
の
徴
用
及
び
使
用
、
並
び
に
武
力
紛
争
下
に

お
い
て
女
性
及
び
児
童
を
標
的
と
す
る
行
為
に
関
す
る

情
報
を
専
門
家
グ
ル
ー
プ
と
共
有
す
る
こ
と
を
特
に
要

請
す
る
。

12

す
べ
て
の
当
事
者
及
び
す
べ
て
の
国
に
対
し
、
そ
の

管
轄
内
又
は
管
理
下
に
あ
る
個
人
及
び
団
体
が
専
門
家

グ
ル
ー
プ
と
協
力
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
要
求

し
、
こ
の
観
点
か
ら
、
す
べ
て
の
国
に
対
し
、
専
門
家

グ
ル
ー
プ
と
の
協
力
及
び
情
報
共
有
を
強
化
す
る
た

め
、
委
員
会
と
の
フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
を
特
定
す

る
よ
う
要
請
す
る
。

13

決
議
第
千
八
百
七
号
（
二
千
八
年
）
21
に
お
い
て
表

明
さ
れ
、
決
議
第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
14

に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
、
す
べ
て
の
当
事
者
及
び
す

べ
て
の
国
（
特
に
地
域
の
国
。）に
対
す
る
、
専
門
家
グ

ル
ー
プ
の
作
業
に
全
面
的
に
協
力
し
、構
成
員
の
安
全
、

並
び
に
特
に
専
門
家
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
任
務
の
遂
行
に

関
連
す
る
と
み
な
す
個
人
、
文
書
及
び
場
所
に
対
す
る

妨
害
の
な
い
速
や
か
な
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
こ
と
の

要
請
を
再
確
認
す
る
。

14

加
盟
国
に
対
し
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
コ
ン
ゴ
の
鉱

物
製
品
の
輸
入
業
者
、
加
工
業
者
及
び
消
費
者
が
、
そ

の
供
給
先
及
び
購
入
す
る
鉱
物
の
原
産
地
に
関
し
相
当

な
注
意
を
払
う
こ
と
を
確
保
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
を

要
請
す
る
。

15

加
盟
国
に
対
し
、
特
に
、
鉱
物
の
貿
易
に
関
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
関
連
す
る
国
内
指
針
、
許
可
要
件
又
は
法
令

の
詳
細
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
相
当
な
注
意
の

行
使
の
た
め
の
指
針
に
関
す
る
委
員
会
へ
の
勧
告
を
作

成
す
る
と
い
う
こ
の
決
議
の
７
の
任
務
に
関
連
し
て
、

専
門
家
グ
ル
ー
プ
と
完
全
に
協
力
す
る
こ
と
を
要
請
す

る
。

16

輸
入
業
者
及
び
加
工
業
者
に
対
し
、
天
然
資
源
の
開

発
と
不
正
な
取
引
に
よ
る
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
内
の
武

装
集
団
へ
の
間
接
的
な
支
援
を
防
止
す
る
た
め
の
方

針
、
慣
行
及
び
行
動
規
範
を
採
用
す
る
こ
と
を
勧
告
す

る
。

17

加
盟
国
、
特
に
大
湖
地
域
諸
国
に
対
し
、
金
、
ス
ズ

石
、
コ
ル
タ
ン
、
鉄
マ
ン
ガ
ン
石
の
輸
入
及
び
輸
出
の

完
全
な
統
計
を
定
期
的
に
発
行
す
る
こ
と
を
更
に
勧
告

す
る
。

18

ド
ナ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
、
コ
ン
ゴ
民
主
共

和
国
の
採
鉱
、
法
執
行
及
び
国
境
管
理
当
局
及
び
機
関

の
組
織
能
力
を
強
化
す
る
た
め
の
、
技
術
的
又
は
そ
の

他
の
援
助
及
び
支
援
を
拡
大
し
提
供
す
る
こ
と
を
検
討

す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

19

加
盟
国
に
対
し
、
決
議
第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千

八
年
）
４
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
個
人
又
は
団
体
、

及
び
そ
れ
ら
の
団
体
の
代
理
と
し
て
若
し
く
は
そ
れ
ら

の
指
示
に
よ
り
行
動
す
る
個
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り

直
接
的
若
し
く
は
間
接
的
に
所
有
さ
れ
る
若
し
く
は
管

理
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
団
体
を
指
定
者
の
リ
ス
ト
に
含
め

る
た
め
に
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

20

決
議
第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千
八
年
）
17
、
18
、

19
及
び
20
に
定
め
る
加
盟
国
に
よ
る
個
人
及
び
団
体
の

リ
ス
ト
へ
の
掲
載
、
決
議
第
千
八
百
五
十
七
号
（
二
千

八
年
）
22
、
23
、
24
に
定
め
る
個
人
及
び
団
体
の
リ
ス

ト
か
ら
の
削
除
、
並
び
に
、
決
議
千
七
百
三
十
号
（
二

千
六
年
）
に
定
め
る
フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
の
役
割

に
関
す
る
規
定
を
再
確
認
す
る
。

21

適
切
な
場
合
に
及
び
二
千
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

に
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
治
安
情
勢
、特
に
、

治
安
部
門
改
革
（
武
装
集
団
の
再
統
合
及
び
国
家
警
察

改
革
を
含
む
。）並
び
に
、
適
切
な
場
合
に
コ
ン
ゴ
人
及

び
外
国
武
装
集
団
の
武
装
解
除
、
動
員
解
除
、
帰
還
、

復
帰
及
び
再
統
合
の
進
捗
状
況
に
照
ら
し
、
こ
の
決
議

に
定
め
る
措
置
を
適
切
な
場
合
に
調
整
す
る
と
の
観
点

か
ら
こ
れ
ら
の
措
置
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
決
定
す

る
。

22

こ
の
問
題
に
引
き
続
き
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
を

決
定
す
る
。

›


